
 

 

 

 

 

平成３０年６月、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程等の一部

を改正する告示により、「高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なと

ころにおいて、フルハーネス型のものを用いて行う作業（ロープ高所作業に係る業務を除く。）」

が特別教育の対象となりました。 

つきましては、高さが２メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにお

いて、フルハーネス型安全帯を用いて行う作業に従事される方を対象として、標記講習会を下記

のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

 

受講対象者 ★フルハーネス型安全帯を用いて行う作業に従事される方(満 18 才以上) 

開 催 日 

◆ 令和８年  ５月  ８日（金） 

◆ 令和８年  ７月１７日（金） 

◆ 令和８年１０月  ６日（火） 

◆ 令和８年１２月  １日（火） 

◆ 令和９年１月２９日（金） 
 

講習時間 8:45～16:15 
※時間は都合により変更になる場合があります。 

会    場 ◆建設業安全衛生技術センター （沖縄市海邦町３－１７ ☎098-934-1660） 

定    員 ◆４０名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

受 講 料 （お一人様） ７,５３０円 （受講料 6,600 円＋ﾃｷｽﾄ代 930 円）※表示価格は全て税込みです。 

申込方法 

■所定の申込書を記入し提出(郵送可)して下さい。提出していただいた方へ講習

日程及び受講料の支払い方法等を記載した「講習会通知書」を送付致します。 

■送付先：〒901-2131 浦添市牧港５－６－８ 

          建設業労働災害防止協会沖縄県支部 事務局 
■申込書はホームページからも印刷できます。 

https://www.kensaibou-okinawa.com/ 建災防沖縄県支部で検索 

カリキュラム 

■作業に関する知識（１時間） 

■墜落制止用器具に関する知識（２時間） 

■労働災害の防止に関する知識（１時間） 

■関係法令（３０分） 

■（実技）墜落制止用器具の使用方法等（1.5 時間）      合計６時間 

※使用テキストは、『墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う 

作業の業務に係る特別教育用テキスト』を使用します。 

※実技講習時に使用するフルハーネス型安全帯は各自持参して下さい。 

 

建設業労働災害防止協会沖縄県支部  （略称：建災防） 
〠901-2131 沖縄県浦添市牧港 5-6-8（建設会館５階）TEL098-876-5273 FAX098-876-1198 

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育のご案内 


